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臨時休業期間の延長及び当該期間の対応について 
 

日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 
さて、新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言の延長に伴い、小平市立小中学校

においても臨時休業の期間を５月３１日（日）まで延長するとの通知がありました。これ

を受けて本校でも今月３１日まで休校を延長することといたします。 
保護者の皆様におかれましては、この間のお子様の生活、学習について多くの不安をお

感じのことと存じます。生徒の生活や学習の不安をできうる限り解消し、またスムーズな

学校再開が叶うよう、私共も以下のような対応をしてまいります。何卒ご理解賜りますよ

うお願いいたします。 
 

記 
 
 
１ 臨時休業期間  ５月３１日（日）まで 
           ・今後、都、市等の指示によって変更する可能性があります 
 
２ 登校日について    
（１）臨時休校期間中に週１回登校日を設定します。 

「新型コロナウィルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」 

（文部科学省 令和２年４月１７日改訂）による   
５月１１日（月）、１９日（火）、２６日（火） 

１，２，３年 Ａ，Ｃ，Ｅ、Ｉ組  ９：００～ 
  〃    Ｂ，Ｄ    組 １１：００～ 

       ※学習状況の確認、心身の健康観察等を１時間程度行います 
       ※登校日は授業日の扱いにはしません。ご家庭の判断で出席しない場合に

は事前に各学年担当までご連絡ください。 
 
 
 



（２）登校時の注意 
 ・登校時は標準服を着用しますが、現在夏服への移行措置期間のため、上着（ブレザ

ー）は着用しなくてもよいものとします。 
・１１日（月）の持ち物          

・学習にかかわる提出物等（前回の登校時に学年ごとに指示） 
   ・健康チェック票（前回配布のものに８日以降の記入欄はありませんが、 

１１日の朝は必ず検温、健康観察を行い、発熱等がない場合のみ登校するように

させてください。なお学校で発熱等の症状が見られたときは直ちに下校していた

だきます。） 
 

 ・感染症防止の観点から、以下のような対策を実施します。 
   ・登校時にはマスクの着用をさせてください。 
   ・登校後、全員に石けんを使用した手洗いを徹底させます。 
   ・生徒は学年ごとに使用する階段を制限するほか、教室等については登校前（前後 

半とも）に消毒を行います。 
          
      

※その他、ご不明の点がございましたら下記担当までお尋ねください。 
 
 

以上 
 
 
 
 

 
                        ＜問合せ先＞ 

 小平市立小平第一中学校 
副校長 太田 恵 
電話 042-341-0048 


